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令和４年第２回群馬県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

１ 会期  １日：令和４年８月２９日（月曜日） 

 

２ 会場  前橋市元総社町３３５番地８  群馬県市町村会館２階 大会議室 

 

３ 議事日程 第１号 

日程第 １  議席の指定 

日程第 ２  会議録署名議員の指名 

日程第 ３  会期の決定 

日程第 ４  認定第 １号 令和３年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計  

歳入歳出決算の認定について  

日程第 ５  認定第 ２号 令和３年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢  

者医療特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第 ６  議案第 ９号 令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計  

補正予算（第１号） 

日程第 ７  議案第１０号 令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢  

者医療特別会計補正予算（第１号）  

日程第 ８  同意第 １号 監査委員の選任について  

 

４ 本日の会議に付した事件  

  日程第１から日程第３まで 

  議長辞職の件 

 議長の選挙 

 日程第４から日程第８まで  

 

５ 出席議員（１９名） 

１番 小曽根 英 明     ２番 鈴 木 数 成 

３番 根 岸 赴 夫     ４番 後 閑 賢 二 

５番 北 川 久 人     ６番 新 藤   靖 

７番 岩 﨑 喜久雄     ８番 久 保 健 二 

９番 野 村 晴 三    １０番 望 月 昭 治 

    １１番 窪 田 行 隆    １２番 壁 田 賢 二 

１３番 吉 岡 完 司    １４番 古田島 和 茂 
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１５番 岩 﨑 信 幸        １６番 茂 木 栄 一 

１７番 山 本 隆 雄        １８番 角 田 文 雄 

１９番 今 村 好 市 

 

６ 説明のため出席した者 

広 域 連 合 長  清 水 聖 義   副広域連合長  茂 原 荘 一 

 監 査 委 員  根 岸 隆 夫   事 務 局 長  秋 山 泰 行   

事 務 局 次 長  片 貝 早 苗     管 理 課 長  石 橋 政 幸   

給 付 課 長  根 岸 千 春     保健事業室長  松 本 弘 子 

 

７ 職務のため出席した広域連合事務局職員  

  議 会 書 記  早 川 由貴子    議 会 書 記  藤 本 真 央 

  主 幹  松 井 崇 広    主 任  髙 橋 裕香莉 

  主 任  髙 橋 優 太    主 事  田 村 和 也 

 

８ 会議の経過 

 

 

◎開     会 

午後１時３５分 

○ 議長（野村清三議員） 

 ただいまの出席議員は１９名で定足数に達しております。 

これより群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和４年第２回定例会を開会いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしました第１号のとおりであります。  

 

 

◎開     議 

○ 議長（野村清三議員） 

直ちに本日の会議を開きます。  

 

 

◎諸 般 の 報 告 

○ 議長（野村清三議員） 

 議事日程に入る前に、議会書記から諸般の報告をいたします。 
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○ 議会書記（早川由貴子） 

令和４年第１回定例会以降の諸般の報告を申し上げます。  

初めに、議会の議員の異動について申し上げます。前橋市の横山勝彦議員、富田公隆

議員、高崎市の白石隆夫議員、片貝喜一郎議員、太田市の斎藤光男議員、藤岡市の大久

保協城議員、選挙区分１６片品村の星野栄二議員が辞職され、伊勢崎市の吉山勇議員が

任期満了により退任されました。  

次に、新たに前橋市の小曽根英明議員、鈴木数成議員、高崎市の根岸赴夫議員、後閑

賢二議員、伊勢崎市の新藤靖議員、太田市の岩﨑喜久雄議員、藤岡市の窪田行隆議員、

選挙区分１６川場村の角田文雄議員が当選されました。 

次に、監査委員から、令和４年１月執行分から６月執行分までの例月現金出納検査の

結果報告がありました。写しをお手元に配付しておりますので、ご承知おきください。  

また、本定例会の説明員として、地方自治法第１２１条の規定により、広域連合長等

執行部のほか、根岸監査委員に出席を求めております。以上でございます。 

 

 

◎議席の指定 

○ 議長（野村清三議員） 

日程第１、議席の指定を行います。今回、新たに当選されました広域連合議会議員の

議席については、ただいまご着席の議席を指定いたします。  

 

 

◎会議録署名議員の指名 

○ 議長（野村晴三議員） 

 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員に、１１番窪田行隆議員、１２番壁田賢二議員、以上の２名を指名い

たします。 

 

 

◎会 期 の 決 定 

○ 議長（野村晴三議員） 

 次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。  

お諮りいたします。本定例会の会期を、本日１日、といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○ 議長（野村晴三議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決まりました。  

 

 

◎休     憩 

午後１時３８分 

○ 議長（野村晴三議員） 

暫時休憩いたします。 

 

 

◎再     開 

午後１時４５分 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。  

 

 

◎日 程 の 追 加 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

ただいま議長の野村晴三議員から、議長の辞職願が提出されました。  

お諮りいたします。この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議

ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決ま

りました。 

 

 

◎議 長 辞 職 の 件 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 議長辞職の件を議題といたします。地方自治法第１１７条の規定により野村議員の退

席を求めます。 

  〔野村議員退席〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 議会書記より辞職願を朗読させます。  
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○ 議会書記（早川由貴子）  

辞 職 願 

 このたび一身上の都合により、群馬県後期高齢者医療広域連合議会議長を辞職したい

ので、地方自治法第１０８条及び会議規則第８５条の規定により許可されますよう願い

出ます。 

 令和４年８月２９日 

群馬県後期高齢者医療広域連合議会  

副議長 山本隆雄 様 

群馬県後期高齢者医療広域連合議会  

議長 野村晴三   

以上でございます。 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

お諮りいたします。野村晴三議員の議長辞職を許可することにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

異議なしと認めます。よって、野村晴三議員の議長辞職を許可することに決まりまし

た。 

野村議員の入場を求めます。  

  〔野村議員入場〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 この際、野村晴三議員からごあいさつがあります。  

○ 議員（野村晴三議員） 

 退任に当たり、一言ご挨拶申し上げたいと思います。昨年、沼田市の野村洋一議長か

ら後を受けまして、１年間、本議会の議長を務めさせていただきました。その間、保険

料の改定ということもありまして、色々と皆様には大変なご協力をいただきました。ま

ずはお礼を申し上げます。大変な高齢化が進む中で、広域連合の果たす役割は大変大き

なものがあると思います。これからも財政基盤をしっかりとした、県民が安心できるよ

う、広域連合議会を運営していっていただきたいと思います。１年間、本当にありがと

うございました。 

 

 

◎日 程 の 追 加 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 ただいま、議長が欠員となりました。  
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 お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決まり

ました。 

 

 

◎議 長 の 選 挙 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 これより議長の選挙を行います。  

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条の規定に基づ

き、指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決まりました。  

お諮りいたします。指名の方法については、副議長において指名することにいたした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

異議なしと認めます。よって、副議長において指名することに決まりました。  

議長に望月昭治議員を指名いたします。  

お諮りいたします。ただいま指名いたしました望月昭治議員を議長の当選人と定める

ことにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました望月昭治議員が議長に当選

されました。 

 ただいま当選されました望月昭治議員が議場におりますので群馬県後期高齢者医療広

域連合議会会議規則第３２条第２項の規定による当選の告知をいたします。  

 

 

◎議 長 あ い さ つ 

○ 副議長（山本隆雄議員） 
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 望月議員より議長就任のごあいさつをお願いいたします。  

○ 議長（望月昭治議員） 

 ただ今皆様のご推挙によりまして議長に選任されました渋川市議会議長の望月でござ

います。私、元より微力ではございますが、皆様のお力添えを頂きながら、広域連合議

会の円滑な運営が図られるように、進めて参る所存でございます。  

 皆様のご支援、ご協力をお願いいたしまして、議長就任に当たりましてのごあいさつ

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○ 副議長（山本隆雄議員） 

 ここで議長を交代いたします。  

 

 

◎決算認定議案の上程 

○ 議長（望月昭治議員） 

次に、日程第４、認定第１号「令和３年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳

入歳出決算の認定について」及び日程第５、認定第２号「令和３年度群馬県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」以上２件を一括し

て議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。清水広域連合長。 

○ 広域連合長（清水聖義）  

ただいま一括上程となりました、認定第１号「令和３年度群馬県後期高齢者医療広域

連合一般会計歳入歳出決算の認定について」及び認定第２号「令和３年度群馬県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」のご説明を申

し上げます。 

お手元の議案書、６ページ及び７ページをご覧ください。  

令和３年度の一般会計決算額でございますが、歳入総額は８，９２２万４，４６２円

でございます。次に、８ページ及び９ページをご覧ください。歳出総額は、８，３１２

万８，２１０円でございます。この結果、歳入歳出差引残高は６０９万６，２５２円と

なりました。このうち、地方自治法第２３３条の２の規定により、４００万円を財政調

整基金へ積み立ていたしましたので、記載はありませんが、残りの２０９万６，２５２

円が翌年度への繰越金となるものでございます。  

続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。  

議案書の２４ページ及び２５ページでございます。 

令和３年度の特別会計決算額でございますが、歳入総額は２，５２９億５，８４７万

４，７９９円でございます。次に、２６ページ及び２７ページをご覧ください。歳出総
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額は、２，４５８億７，７１８万３，４９１円でございます。この結果、歳入歳出差引

残高は、７０億８，１２９万１，３０８円となりました。このうち、地方自治法第２３

３条の２の規定により、２６億３,０００万円を医療給付費等準備基金へ積み立ていたし

ましたので、記載はありませんが、残りの４４億５，１２９万１，３０８円が翌年度へ

の繰越金となるものでございます。 

なお、詳細につきましては事務局から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご

認定賜りますようお願い申し上げます。  

○ 議長（望月昭治議員） 

秋山事務局長。 

○ 事務局長（秋山泰行） 

 それでは、歳入歳出決算事項別明細書によりまして、各会計の歳入歳出決算の主なも

のについてご説明申し上げます。まず、一般会計歳入歳出決算でございます。議案書の

１２ページ、１３ページをご覧ください。  

初めに、歳入ですが、１款「分担金及び負担金」の収入済額、８，３７１万７，００

０円は、構成市町村からの事務費負担金でございます。  

２款「財産収入」の２，３５７円は、財政調整基金の運用利子でございます。  

３款「繰入金」の２８５万５,０００円は、ホームページリニューアル費用に充てるた

め、財政調整基金から繰入れたものでございます。  

４款「繰越金」の２１８万２,７２８円は、前年度からの繰越でございます。  

５款「諸収入」の４６万７，３７７円は、歳計現金の運用による預金利子などでござ

います。 

歳入につきましては、以上でございます。  

続きまして、歳出でございます。１６ページ、１７ページをご覧ください。  

まず、１款「議会費」の支出済額６７万５，４１４円は、議員報酬等、議会の運営に

係る経費でございます。 

２款「総務費」の８，０５６万７，７１１円は、備考欄にありますとおり、一般管理

事業・企画事業・会計管理事業・監査運営事業など庶務的な事業に係る経費であり、一

般管理事業の１８節における市町村負担金が大半を占めております。これは事務局長、

次長、総務課及び会計課の派遣職員８名分の人件費負担金でございます。  

続きまして、１８ページ、１９ページをご覧ください。  

下段の３款「基金積立金」２，３５７円は、財政調整基金の運用利子を積み立てたも

のでございます。 

続きまして、２０ページ、２１ページをご覧ください。  

５款「諸支出金」の１８８万２，７２８円は、構成市町村からの事務費負担金の前年
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度精算に伴う返還金でございます。  

一般会計歳入歳出決算につきましては、以上でございます。  

続きまして、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、ご説明いたします。  

議案書の３０ページ、３１ページをご覧ください。  

初めに、歳入です。 

１款「市町村支出金」ですが、１項１目「事務費負担金」の収入済額５億９，６０６

万４，０００円は、後期高齢者医療制度の運営に要する共通経費を構成市町村にご負担

いただいたものでございます。  

 １項２目「保険料等負担金」の２４２億３９６万９，３６５円は、備考欄にあります

とおり、市町村で徴収しました保険料等負担金と、低所得者等の保険料軽減分の市町村

負担金であります、保険基盤安定負担金でございます。  

１項３目「療養給付費負担金」の１９５億３１５万４,４７２円は、療養給付費等の１

２分の１を割合とします、市町村負担金でございます。  

次に、２款「国庫支出金」でございますが、１項１目「療養給付費負担金」の５７８

億１,３９５万６,１３８円は、療養給付費等の１２分の３を割合とします国の負担金で

ございます。 

１項２目「高額医療費負担金」の１２億７,６５３万４,５３１円は、レセプト１件当

たり８０万円を超えた医療費に対する、一定割合の国の負担金でございます。  

 ２項１目「調整交付金」の２１２億４,５０３万円は、備考欄にありますとおり、広域

連合間の財政力不均衡などを調整する、普通調整交付金と、健康増進事業等の実施に対

し交付されました、特別調整交付金でございます。  

 ２項２目「後期高齢者医療制度事業費補助金」の１億４９７万５,７３４円は、備考欄

にありますとおり、健康診査事業費、歯科健康診査事業費及び特別高額医療費共同事業

費に対する補助金でございます。  

 続きまして、３２ページ、３３ページをご覧ください。  

２項３目「後期高齢者医療災害臨時特例補助金」の２１０万３，０００円は、東日本

大震災で被災した被保険者の一部負担金の免除及び保険料減免の特例措置、また、新型

コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険料減免の特例措

置に対する補助金でございます。 

 ２項５目 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金は、マイナンバーカードが健

康保険証として利用できることを周知するリーフレットに係る経費に対する補助金でご

ざいます。 

 次に、３款「県支出金」でございますが、１項１目「療養給付費負担金」の１８５億

８,５０５万４,３２４円は、療養給付費等の１２分の１を割合とします県の負担金でご
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ざいます。 

１項２目「高額医療費負担金」の１２億７,６５３万４,５３１円は、レセプト１件当

たり８０万円を超えた医療費に対する、一定割合の県の負担金でございます。  

続きまして、３４ページ、３５ページをご覧ください。 

４款「支払基金交付金」の９６４億３,７１８万８,０００円は、国民健康保険、被用

者保険など現役世代が加入する保険者からの支援金でございます。  

次に、５款「特別高額医療費共同事業交付金」の１億１,７２４万６３円は、４００万

円を超える高額な医療費のうち、２００万円を超える部分につきまして、国保中央会が、

各広域連合からの拠出金を財源として調整を行い、当広域連合に交付されたものでござ

います。 

６款「財産収入」の１２万４，４１５円は、後期高齢者医療給付費等準備基金の運用

利子でございます。 

７款「繰入金」ですが、１項１目「後期高齢者医療給付費等準備基金繰入金」の２７

億６，４６５万９，０００円は、主に医療給付の財源として、基金から繰り入れを行っ

たものでございます。 

８款「繰越金」の８７億６，００１万９，１０３円は、前年度からの繰越でございま

す。 

続きまして、３６ページ、３７ページをご覧ください。  

１０款「諸収入」の２億７，００５万３，１２３円は、備考欄にありますとおり、保

険料の延滞金や、交通事故などの第三者行為に係る医療費について、加害者側から納め

られた第三者納付金、医療機関等からの医療費返納金などでございます。なお、返納金

の不納欠損額１７万１，０８８円は、一部負担金の負担割合変更に伴う返納金について、

時効により不納欠損処理を行ったものでございます。  

歳入につきましては、以上でございます。  

続きまして歳出でございます。３８ページ、３９ページをご覧ください。  

１款「総務費」の支出済額は５億９，５０９万４２２円であり、主な内容は、備考欄

をご覧ください。１２節委託料は、電算処理システムの運用保守やレセプトデータの作

成処理などの委託料でございます。また、１８節における市町村負担金は、管理課・給

付課・保健事業課の派遣職員、１８名分の人件費負担金でございます。  

次に、２款「保険給付費」の２，３５２億６，２４６万６，７７７円ですが、１項１

目「療養給付費」の２，２１６億７，４４９万９，７２１円及び１項２目「訪問看護療

養費」の１８億４，９４５万６，６６４円円は、被保険者の療養給付に要した費用でご

ざいます。 

続きまして、４０ページ、４１ページをご覧ください。  
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１項５目「審査支払手数料」の５億４，７２７万１，２７０円は、レセプト審査及び

診療報酬の支払いに係る手数料でございます。 

次に、２項１目「高額療養費」の１００億６，９８２万８，２０３円は、被保険者１

か月当たりの自己負担の合計額が、限度額を超えた場合に支給するものでございます。  

２項２目「高額介護合算療養費」の２億４，１５４万３，２８３円は、医療保険と介

護保険における年間の自己負担の合計額が、限度額を超えた場合に支給するものでござ

います。 

次に、３項１目「葬祭費」の８億７，９１０万円は、被保険者が死亡した際に、葬祭

を行った者に対し、支給するものでございます。  

次に、３款「財政安定化基金拠出金」の９，０９６万８，０００円は、保険料の未納

や医療給付費の増大等によります、財政への影響に対処するために県に設置された基金

への拠出金で、国、県及び広域連合が、それぞれ３分の１ずつ同額を拠出しています。  

 次に、４款「特別高額医療費共同事業拠出金」の１億１，６３３万５，９２０円は、

４００万円を超える高額な医療費のうち、２００万円を超える部分について、国保中央

会が、全国の広域連合間の財政調整を行う共同事業への拠出金でございます。  

続きまして、４２ページ、４３ページをご覧ください。  

 ５款「保健事業費」１項１目「健康診査費」の８億４，１３３万８，２１０円は、市

町村に委託し、実施しております健康診査事業に係る委託料でございます。  

１項２目「その他健康保持増進費」の２億２，２５０万３，４２２円ですが、主な内

容は、市町村が実施した人間ドック健診費助成事業に対する補助金でございます。 

 １項３目「歯科健康診査費」の２，１６２万１，６００円は、歯科健康診査事業の委

託等に係る経費でございます。  

 次に、６款「基金積立金」の１２万４，４１５円は、医療給付費等準備基金の運用利

子を積み立てたものでございます。  

続きまして、４４ページ、４５ページをご覧ください。  

８款「諸支出金」のうち１項２目「償還金」の８７億４６８万５，４２５円ですが、

これは市町村支出金、国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金の前年度精算に伴う返

還金でございます。 

以上で、各会計の歳入歳出決算のご説明とさせて頂きます。なお、監査委員の歳入歳

出決算の審査意見書は、議案書５３ページから６４ページまでのとおりでございます。

よろしくご審議の上、ご認定賜りますよう、お願い申し上げます。  

○ 議長（望月昭治議員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。  

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 これより討論に入ります。  

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

 ないようですので、討論を打ち切ります。 

 これより、採決を行います。  

初めに、認定第１号「令和３年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決

算の認定について」を採決いたします。本案を認定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

 （全員起立） 

○ 議長（望月昭治議員） 

 起立全員です。よって、本案を認定することに決まりました。 

 次に、認定第２号「令和３年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について」を採決いたします。本案を認定することに賛成の議員

の起立を求めます。 

 （全員起立） 

○ 議長（望月昭治議員） 

 起立全員です。よって、本案を認定することに決まりました。 

 

 

◎補正予算議案の上程 

○ 議長（望月昭治議員） 

次に、日程第６、議案第９号「令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第１号）」及び日程第７、議案第１０号「令和４年度群馬県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」以上２件を一括して議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。秋山事務局長。 

○ 事務局長（秋山泰行） 

 ただいま一括上程となりました、議案第９号及び議案第１０号の２議案につきまして、

ご説明申し上げます。議案書の９５ページをご覧ください。  

まず、議案第９号「令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）」でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７９万６，０００
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円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ、９，０９１万８，０００円とするもので

ございます。 

内容につきましては、｢事項別明細書｣により、ご説明申し上げます。１０２ページと

１０３ページをご覧ください。  

初めに、歳入でございますが、４款「繰越金」は、前年度からの繰越でありまして、 

令和３年度決算に伴い、１７９万６，０００円を追加するものでございます。  

次に、歳出でございますが、１０４ページ、１０５ページをご覧ください。  

５款２項１目の「償還金」ですが、市町村からの事務費負担金の令和３年度決算に基

づく精算に伴う返還金１７９万６，０００円を追加するものでございます。議案第９号

の説明は以上でございます。  

続きまして、１０９ページをご覧ください。議案第１０号「令和４年度群馬県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」でございますが、歳入歳

出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４３億４，２７１万３，０００円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ、２，５９５億１，１１２万４，０００円とするものでござい

ます。 

内容につきましては、｢事項別明細書｣により、ご説明申し上げます。１１６ページ、

１１７ページをご覧ください。  

初めに、歳入でございますが、１款１項３目の「療養給付費負担金」は、令和３年度

決算において、負担金が不足した一部市町村から、今年度追加納付させていただくため、

２，０５８万４，０００円を追加するものでございます。  

３款１項１目の「療養給付費負担金」は、令和３年度決算において、負担金が不足し

たことから、今年度、追加交付していただくため、１ ,４２４万５,０００円を追加する

ものでございます。 

７款１項１目の「後期高齢者医療給付費等準備基金繰入金」は、令和３年度決算に伴

いまして、４,３４０万７,０００円を減額するものでございます。 

８款１項１目の「繰越金」は、令和３年度決算に伴う繰越金４３億５,１２９万１,０

００円を追加するものでございます。  

次に歳出でございますが、１１８ページ、１１９ページをご覧ください。  

下から５行目の８款「諸支出金」のうちの、1 項２目の「償還金」は、事務費及び療

養給付費の市町村負担金、国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金の令和３年度決算

に基づく精算に伴う返還金４３億４，２７１万３,０００円を追加するものでございます。 

なお、２款「保険給付費」、５款「保健事業費」、７款「公債費」及び８款「諸支出金」

における、財源更正につきましては、財源の組み替えを行うものでございます。議案第

１０号の説明は以上でございます。  
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よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。  

○ 議長（望月昭治議員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。  

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

ないようですので、質疑を打ち切ります。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

ないようですので討論を打ち切ります。 

これより、採決を行います。  

初めに、議案第９号「令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）」を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

（全員起立） 

○ 議長（望月昭治議員） 

起立全員です。よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１０号「令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）」を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（望月昭治議員） 

起立全員です。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。  

 

 

◎監査委員の選任 

○ 議長（望月昭治議員） 

 次に、日程第８、同意第１号「監査委員の選任について」を議題といたします。  

 地方自治法第１１７条の規定により小曽根議員の退席を求めます。 

 〔小曽根議員退席〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

提案理由の説明を求めます。清水広域連合長。 

○ 広域連合長（清水聖義）  
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 ただいま上程されました同意第１号「監査委員の選任について」ご説明申し上げます。

議案書の１２０ページでございます。 

 現在、議員のうちから選任される監査委員が、欠員となっておりますので、小曽根英

明議員を選任いたしたく、ご提案申し上げるものでございます。よろしくご審議の上、

ご同意賜りますようお願い申し上げます。  

○ 議長（望月昭治議員） 

 ただいま、提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

ないようですので、質疑を打ち切ります。  

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

ないようですので討論を打ち切ります。 

これより、同意第１号を採決いたします。 

本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。   

 （全員起立） 

○ 議長（望月昭治議員） 

起立全員です。よって、本案は原案のとおり同意することに決まりました。  

小曽根議員の入場を求めます。  

 〔小曽根議員入場〕 

○ 議長（望月昭治議員） 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 

◎閉 会 

○ 議長（望月昭治議員） 

 これをもちまして、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和４年第２回定例会を閉会

いたします。大変ご苦労様でした。 

午後２時２３分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。  

令和４年８月２９日 

群馬県後期高齢者医療広域連合議会 

旧 議 長  野 村 晴 三 

新 議 長  望 月 昭 治 

副 議 長  山 本 隆 雄 

議  員  窪 田 行 隆 

議  員  壁 田 賢 二 
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議案等審議結果一覧表  

【会期  令和４年８月２９日（月）  １日】  

事件番号  件     名  審議結果  

選   挙  議長の選挙  

指名推選  

当選人  

望月  昭治   

認   定  

第  １号  

令和３年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入

歳出決算の認定について  
認   定  

認   定  

第  ２号  

令和３年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定について  
認   定  

議   案  

第  ９号  

令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補正

予算（第１号）  
可   決  

議   案  

第１０号  

令和４年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）  
可   決  

同   意  

第  １号  
監査委員の選任について  

同   意  

小曽根  英明  
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